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計画構成の変更（案）について 

計画の構成の変更にあたって、以下のとおり要点を整理しています。 

 

 項目 現行計画 変更案 

１ 
施策の全体像を

示す図 

全体像を示す図はない※１ 全体像を示す図を新たに作成する 

（P.3参照） 

２ 
基本理念 「スポーツ・レジリエンス・シティ・西東京」 ・項目は踏襲する。 

※内容は今後議論する 

３ 

基本方針 ・３つある。「スポーツによる市民力の向上」

「スポーツによる地域力の向上」「市民と

地域を支えるスポーツ環境の向上」 

・項目は踏襲する。 

・現行計画の基本方針と基本目標を統

合する 

※内容は今後議論する 

４ 
基本目標 ・２つある。「市民のスポーツライフの充実」

「スポーツを通じた地域の活性化」 

・基本方針と統合する(現行の基本目標

はなくなる)  

５ 
指標 ・基本目標に対して設定されている ・基本方針に対応して設定する 

※内容は今後議論する 

６ 

施策体系※２ ・４つある。「１ライフステージに応じたスポ

ーツ活動の推進」「２だれもが取り組める

身体活動の推進」「３生活の中にあるスポ

ーツの実践」「４市民それぞれのスポーツ

実践を支える環境づくり」 

・新たに基本目標として整理する（「施

策体系」という項目はなくなる） 

※内容は今後議論する 

 

７ 
施策の柱 ・施策体系に対応して３～４つ設定されてい

る。 

・新たな基本目標に対応して設定する 

※内容は今後議論する 

８ 
施策 ・施策の柱に対応して整理している ・施策の柱に対応して整理する 

※内容は今後議論する 

 

※１ 現行計画の構成（現行計画 P.25）   ※２ 現行計画の施策体系１（現行計画 P.27）  

  

  

資料２ 
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現行計画の構成 
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１ ライフステージ

に応じたスポーツ 

活動の推進 

２だれもが 

取り組める 

身体活動の推進 

３生活の中にある 

スポーツの実践 

４ 市民それぞれの 

スポーツ実践を 

支える環境づくり 

施策の柱 

①学校部活動の活性化   ②子どもの居場所づくりの検討 

③青少年のスポーツ教室の開催  ④野外活動、外遊びの推進 

⑤初心者向けスポーツイベントの企画・開催 

⑥トップアスリートに触れる機会の推進 

⑦スポーツ活動の継続やレベルアップに向けた支援の検討 

指標 

指標 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

（１）子どものスポーツ活動への参加
促進 

（２）成人のスポーツ機会の継続・推
進 

（３）高齢者スポーツの推進 

（１）働き盛り・子育て世代の身近な
スポーツ実践の支援 

（２）高齢者の心身の健康づくりの推
進 

（３）若者の自由な身体活動の推進 

（４）障害者スポーツの参加促進・普
及啓発 

（１）地域・人とのつながりの創出 

（２）活き活きとした暮らしの実現 

（３）多様なスポーツニーズの実現 

（１）身近な環境の有効活用 

（２）人材の発掘・育成・提供 

（３）総合型地域スポーツクラブの定
着・推進 

（４）多様なスポーツ情報の把握・提
供 

①スポーツを通じた成人のための健康増進    ②親子・家族で行う体力づくりの促進 

③働き盛り・子育て世代のスポーツ機会の創出 

④初心者向けスポーツイベントの企画・開催【再掲】 

⑤スポーツ活動の継続やレベルアップに向けた支援の検討【再掲】 

①高齢者のスポーツ活動の支援 

②初心者向けスポーツイベントの企画・開催【再掲】 

③スポーツ活動の継続やレベルアップに向けた支援の検討【再掲】 

①日常生活での手軽なスポーツの普及・啓発 

②働き盛り・子育て世代のスポーツ機会の創出【再掲】 

③親子・家族で行う体力づくりの促進【再掲】 

④スポーツを通じた成人のための健康増進【再掲】 

①スポーツを通じた介護予防の推進     ②高齢者のスポーツ意欲の地域活動への活用 

①若者の自由な身体活動の支援          ②若者の力を活かした地域活動の支援 

①障害者スポーツの支援             ②障害者スポーツを支える人材の発掘・育成 

③障害者スポーツにおける連携・ネットワークの構築 

①既存スポーツ団体・クラブの活性化      ②市民全員参加型プログラムの推進 

③スポーツ大会・イベントの開催 

④2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けたイベントの開催 

⑤高齢者のスポーツ意欲の地域活動への活用【再掲】 

⑥若者の力を活かした地域活動の支援【再掲】 

①目的別健康プログラムの開発の検討    ②アウトドア活動の推進 

③日常生活での手軽なスポーツの普及・啓発【再掲】 

①季節に応じた多様なスポーツ機会の提供 ②スポーツ観戦情報の提供・観戦ツアーの推進 

③スポーツに関する相談窓口機能の充実 

①身近な空間・場所の有効活用           ②学校施設開放の推進 

③企業・民間スポーツ施設の利用促進・連携の検討  ④大学施設利用の検討 

⑤多様なニーズに対応した公共スポーツ施設の利便性の向上 

⑥既存公共施設の利用 

⑦他市との連携による施設相互利用の促進 

①人材に関する情報の一元化と有効活用   

②多様なスポーツニーズに応じた指導者の育成 

③スポーツボランティア人材の発掘・育成・確保 ④大学・企業人材との連携 

①総合型地域スポーツクラブの認知・参加の促進 ②活動拠点の確保の支援 

③クラブ運営スタッフの育成 

④総合型地域スポーツクラブと既存スポーツ団体・クラブとの連携促進 

⑤既存公共施設の利用【再掲】 

①スポーツ関連情報の一元的な提供 

②多様なニーズに合わせたスポーツ情報の提供・発信 

③健康・スポーツデータの蓄積・管理・分析 ④公共スポーツ施設の利用者・利用圏の拡大 

⑤継続的なスポーツニーズの把握 
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次期計画構成案（イメージ） 
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スポーツに関連する国、東京都の動向 

 

  
第３期スポーツ基本計画 

第２期スポーツ基本計画の総括 

① 新型コロナウイルス感染症： 

➤ 感染拡大により、スポーツ活動が制限 

② 東京オリンピック・パラリンピック競技大会： 

➤ １年延期後、原則無観客の中で開催 

③ その他社会状況の変化： 

➤ 人口減少・高齢化の進行 
➤ 地域間格差の広がり 
➤ ＤＸなど急速な技術革新 
➤ ライフスタイルの変化 
➤ 持続可能な社会や共生社会への移行 

こうした出来事等を通じて、改めて確認された 

・「楽しさ」「喜び」「自発性」に基づき行われる本質的な

『スポーツそのものが有する価値』（Well-being） 

・スポーツを通じた地域活性化､健康増進による健康長

寿社会の実現､経済発展､国際理解の促進など『スポ

ーツが社会活性化等に寄与する価値』を更に高める

べく、第３期計画では次に掲げる施策を展開 

 

 

東京都スポーツ推進総合計画 

■３つの政策目標 

１．スポーツを通じた健康長寿の達成 
２．スポーツを通じた共生社会の実現 
３．スポーツを通じた地域・経済の活性化 

■３つの視点と 30の政策指針 

３つの政策目標の実現に向けては、「する・みる・支え

る」の３つの視点から課題を整理し、30 の政策指針によ

り具体的な取組を明らかにしています。 

■９つの達成目標 

それぞれの政策目標において進捗状況を的確に把握

するために合計９つの達成指標を掲げます。 

■基本理念 

「スポーツの力で東京の未来を創る」 

都民のスポーツ実施率 70％を達成し、誰もが、いつ

でも、どこでも、いつまでもスポーツを楽しみ、スポーツ

の力で人と都市が活性化する「スポーツ都市東京」を実

現します。 

 

 

 

 

スポーツ基本計画とは？ 

 

【国】 

【都】 
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運動部活動の地域移行に関する検討会議提言の概要 （抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的課題への対応 

スポーツ団体等の整備充実（第３章） 

スポーツ指導者の質・量の確保方策（第４章） 

スポーツ施設の確保方策（第５章） 

大会の在り方（第６章） 

会費の在り方（第７章） 

保険の在り方（第８章） 

関連諸制度等の在り方（第９章） 

 

 

 

 

文部科学省 障害者活躍推進プラン （平成 31 年４月）（抜粋） 

障害のある人のスポーツ活動を支援する 

～障害者のスポーツ活動推進プラン～ 

趣 旨 
◆「共生社会」の実現に向けた取組を加速し、より積極的に障害者の活躍の場の拡大を図るため、平成

31年１月に浮島文部科学副大臣のもとに省内の関係課で構成される「障害者活躍推進チーム」を設

置。 

◆学校教育、生涯学習、スポーツ、文化芸術の各分野において、より重点的に進めるべき６つの政策プラ

ンを打ち出し、障害者が個性や能力を生かして我が国の未来を切り開くための施策を横断的・総合的

に推進。 

 

現状 
○ 「第２期スポーツ基本計画」（平成 29 年３月 24 日文部科学大臣決定）では、2021 年度までに障

害者（成人）の週１回以上のスポーツ実施率を 40％程度（若年層（７～19 歳）は 50％程度）とする

ことを目標に掲げている。 

○ 平成 29 年度の障害者（成人）の週１回以上のスポーツ実施率は 20.8％（７～19 歳は 29.6％）で

あり、平成 27 年度（成人は 19.2％、７～19 歳は 31.5％）と比較して、成人は微増、７～19 歳の

若年層は微減となっている。 

○ 運動部活動・クラブがある特別支援学校は高等部でも約６割であり、また総合型地域スポーツクラブ

において障害者の受入があるクラブが約４割にとどまるなど、障害のある人々のスポーツ実施環境は

十分ではない。現在、各地域においてスポーツ、福祉、医療等の関係者間の連携を進めるとともに、特

別支援学校等の身近な施設を地域の障害者スポーツの拠点とする取組等を実施しているが、さらに

取組を加速させるべき状況にある。 

○ また、障害のある児童生徒は、特別支援学校に限らず小・中・高等学校にも在籍しているが、小・中・高

等学校において、その後のスポーツ生活の土台となるべき体育の授業や関係行事等の一部・全部に

参加できず、又は他の児童生徒と同様の指導を受けられなかったという経験をもつ障害児は少なくな

い。 

○ 障害のある人がスポーツを試しにやってみようとするときや、やり方や道具に工夫を加えた指導等を

受けようとするときには、そのような工夫に知見を有する指導者や、スポーツ車いす等の個人用具を

含めたスポーツ用具の準備・調整などが必要となるが、それらがそろっている環境が乏しいことが、ス

ポーツ実施の障壁の一つとなっている状況もある。 

○ さらに、障害のある人がスポーツを「みる」機会についても、スポーツイベントにおいて座席指定ができ

ないなど不利な環境に置かれる場合があると言われており、障害者の観戦のしやすさの向上を図る必

要がある。 

 

具体的対策（2019 年度中を想定） 

❶小・中・高等学校に在籍する障害のある児童生徒のスポーツ実施環境の整備 

＜大学における障害者スポーツの指導者育成のカリキュラム導入の推進等＞  

❷障害のある人がスポーツを実施するための拠点の整備 

＜スポーツを試すために必要な要素をそろえた普及拠点の見える化＞ 

❸スポーツイベントにおける障害者の観戦のしやすさの向上 

＜会場づくりや運営方法について好事例を収集＞ 
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基本目標の検討の流れ（イメージ） 

（１）国や都等の動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）アンケート・ヒアリング調査からみえてきたこと 

 
 

 
 

 
 

基本方針 基本目標（案） 

 

 

 

 

今後の検討課題（案） 対応の方向性 検討事項（案） 

・関心のある市民が運動やスポーツを

実施する場や機会の充実 

・運動やスポーツに関心のない市民へ

の取組の考え方の整理 

・年齢があがるにつれて「好き」の割

合が減少、無関心層が増加してい

ることへの対応（いわゆる二極化

への対応） 

・指導者の育成・資質向上の取組 

・学校以外の、地域で運動やスポーツ

をする場や機会の充実 

・障害者スポーツへの関心喚起 

・障害の有無に関わらず、だれもがス

ポーツを楽しめる場や機会の充実 

・スポーツを通した連携・協働、交流

の意義についての普及啓発 

・スポーツを通した地域づくりに関す

る取組の充実 

・スポーツの関係者間の連携促進 

 

・スポーツの無関心層は 23.5％、関心層は 20.5％ 

・運動やスポーツが好きな人は 69.9％ 

・「健康維持・体力の向上のため」に運動やスポーツを

する市民が 32.1％と最も多い 

 

・団体では、「連携・交流は特に必要ない」が 39.7％

「連携・交流を行いたいと考えているが、できていな

い」が 22.6％ 

・スポーツ活動の振興が「地域の人々との交流の促進」

すると考える人は 49.5％ 

 

・小学生で運動やスポーツが「好き」が 85.8％、中高生

が 75.9％ 

・小学生の無関心層は 12.0％、中高生の無関心層は

26.8％ 

・「スポーツの楽しみ方やスポーツへの興味・関心がわ

くような指導ができる人」を求める中高生が 70.5％ 

・学校の授業以外で運動やスポーツをしている場所は、

小学生では「広場や公園」が 49.3％と最も多く、中

高生は「自宅」が 35.0％と最も多い 

・市民がこれからの子どもの運動地域活動に求めること

は「子どもの体力が向上する環境の充実」が最も多く

65.3％ 

 

・障害者スポーツをなんらかの方法で見た市民は

52.1％、小学生は 65.0％、中高生は 39.5％ 

・障害者スポーツを「行っていない」団体が 86.5％ 

 

・スポーツを支える活動に関心がある人は 52.9％ 

・「総合型地域スポーツクラブ」について「知らない」

市民が 79.9％、小学生で 72.4％、中高生で 81.3％ 

【国】 

・新型コロナウイルス感染症への対応 

・東京オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシー 

・その他社会状況への対応「人口減少・高齢化の進行」

「ＤＸなど急速な技術革新」「持続可能な社会や共生

社会への移行」 等 

・運動部活動の地域移行（目標期間の緩和） 

【東京都】（３つの政策目標） 

１．スポーツを通じた健康長寿の達成 

２．スポーツを通じた共生社会の実現 

３．スポーツを通じた地域・経済の活性化  等  

 

・スポーツの楽しさを知る機会の充実 

・スポーツを通した心身の健康増進 

・地域におけるスポーツの場や機会に

関する情報発信の強化 

 

・ＩＣＴを活用したスポーツの推進の

考え方の整理 

・新たなスポーツの取組への対応 

・みるスポーツ・支えるスポーツへの

関心喚起・行動変容 

・トップレベルのスポーツ団体・アス

リートとの連携 

 

 


